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台風19号への対応について（注意喚起）


　平素から、本市の障害児施策に御協力いただきありがとうございます。
気象情報等による台風19号の進路予想では、10月12日（土）から13日（日）にかけて関東地方への接近・上陸が見込まれ、本市においても、被害や交通への影響などが想定されます。
　各事業所におかれましても、改めて連絡体制を確認する等の事前対応をとるとともに、被害が生じた際の報告についてご対応くださるようお願いいたします。


１　台風接近時の対応
　(1) 開所の判断
　　　あらかじめ各事業所において定めたマニュアル等に従い、気象状況や各事業所の立地等に鑑み、開所の可否について判断してください。但し、次のような理由により、安全にサービスを提供できない状況がある場合は、事業所の判断により、閉所やサービス提供時間を短縮する等対応をとってください。
①避難勧告が発令されるなど、避難が必要な状況が迫っている
②建物が破損している
③基準に定められた従業員を確保できない
[bookmark: _GoBack]④横浜市域に特別警報が発令されるなど、重大な災害の起こるおそれが大きい場合　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

(2) 連絡体制の確認
　事業所の運営状況等について、保護者へ連絡する方法、従業員間で連絡をとる方法について、改めて確認をお願いします。

　(3) サービス提供中の対応
　　　気象情報や避難情報等を収集し、各事業所の所在エリアに避難勧告が出された場合は、各事業所の非常災害計画で予め定めている場所へ避難するとともに、保護者への連絡をお願いします。


２　台風通過後の開所にあたっての対応
施設等の被害状況を確認し、安全なサービスが提供できる環境を整えたうえで受け入れを開始してください。

３　事業所の被害状況の報告について
　　事業所でのサービス提供中に利用児童又は従業者がケガをした場合、浸水・停電等により開所ができない場合、建物に著しい被害が生じた場合などには、10月15日（火）以降速やかに下記までご連絡ください。



【担当】　　　　　　　　　　　　　　　　
横浜市こども青少年局障害児福祉保健課
電話：045-671-4278
FAX：045-663-2304
kd-syogaijifukuho@city.yokohama.jp
